

参 考 掲 載 例 文（特定最賃）


ちゃんとチェック！最低賃金　働く人も、雇う人も、確認を忘れずに☑
岡山県内の最低賃金が改正決定されました。
	特定最低賃金（岡山県内）
	時間額
	発効日

	耐火物製造業
	1,074円
	令和8年2月4日

	鉄鋼業
	1,166円
	令和7年12月27日

	一般機械器具製造業
	1,103円
	令和8年1月17日

	電気機械器具製造業
	1,090円
	令和8年1月4日

	自動車・同附属品製造業
	1,083円
	令和8年1月21日

	船舶製造・修理業、舶用機関製造業
	1,159円
	令和8年1月1日




＊特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
	岡山県最低賃金
	1,047円
	令和7年12月1日


◎お問い合わせ先　　岡山労働局労働基準部賃金室（℡０８６－２２５－２０１４）
または最寄りの労働基準監督署へ

